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● 【ご案内】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

● 【ご案内】 年金相談で「多言語通訳サービス」がご利用いただけます
● 【ご案内】従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き 8

適用事業所数

船舶所有者数

被保険者数

男性

女性

船員

厚生年金 健康保険

62,008 61,060

246 322

512,708人 382,240人

356,309人 273,747人

 3,096人 3,373人

広島県の状況

● 協会けんぽ2024(令和6)年度決算(見込み)のお知らせ

● マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します

令和7年6月末

● 事業所の健診担当者様へお知らせ

● 【ご案内】年金の相談・請求手続きはインターネット予約が便利です
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